
目標年度

当初
予算額

令和２年度 ３年度
４年度
（※１）

５年度
（※２）

12,419 25,875 20,762

(12,887) (33,193)

7,031 7,916 12,400

(6,399) (6,783)

45,270 49,459 30,150

(43,057) (38,448)

27,634 22,678 28,249

(25,914) (22,615)

7 6 6

(7) (6)

53 29 104

(52) (28)

8,279 7,087 8,426

(7,332) (7,041)

7,754 6,465 4,156

(6,543) (6,423)

新多用途ヘリコプターの導入（３４機）

その他の装備品等（延命処置・機能向上を
含む。）

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
関連す
る指標

達成手段の概要等

0011

令和４年
行政事業
レビュー
事業番号

(1) 武器購入費（海自） 1

海上自衛隊における艦艇搭載用武器及びその他の武器の購入及び据付、艦艇搭載誘導弾の機能
向上に伴う装備品及びこれらの初度部品の購入並びに据付等を実施する。
・艦艇用機関砲用改修器材の調達
・海洋環境観測装置の整備　　等

(8) 甲類（火砲） 1

測定指標 目標 実績
 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の
 根拠

輸送機（Ｃ－２）の配備（５機）

令和５年度 別紙

・中期防において次のとおり示されていることから、これらの取り
組み状況を測定指標として設定。

Ⅲ　自衛隊の能力等に関する主要事業
　３　大規模災害等への対応

南海トラフ巨大地震等の大規模自然災害や原子力災害を
始めとする特殊災害といった各種の災害に際しては、統合運用
を基本としつつ、十分な規模の部隊を迅速に輸送・展開して初
動対応に万全を期すとともに、災害用ドローン、ヘリコプター衛
星通信システム（ヘリＳＡＴ）、人命救助システム及び非常用電
源の整備を始め対処態勢を強化するための措置を進める。ま
た、関係府省、地方公共団体及び民間部門と緊密に連携・協力
しつつ、各種の訓練・演習の実施や計画の策定、被災時の代替
機能や展開基盤の確保等の各種施策を推進する。緊急患者の輸送、消火支援、自然災害、

特殊災害（原子力災害）への対応

地方公共団体との連携した訓練の実施、
計画の策定を推進

災害用ドローンなどを活用した対処態勢の
強化

① 各種災害に対して万全を期すための取組み

部隊新編、新機種の導入及び各種態勢の整備のため部隊等設立を対象として、任務遂行に必要な
新規車両を取得する。

0016

(7) 甲類（戦車） 1
戦車は、火力、機動力及び防護力を有し、敵弾下において攻撃、防御等に対応できる主要な装備品
として陸自の部隊に装備し、主として地上機動戦闘における機動打撃の骨幹戦力として使用する。本
事業では、所要の１０式戦車を装備する。

0017

本事業は、平成２６年度以降に係る防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画（平成２６年度～平成
３０年度）（平成２５年１２月17日　国家安全保障会議決定・閣議決定）に基づき、陸上自衛隊の野戦
特科部隊による遠隔地に存する目標を短時間に制圧・撃破するために必要な甲類（火砲）を整備す
る。

0018

令和５年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 大規模災害等への対応 担当部局名 整備計画局、統合幕僚監部、防衛装備庁

施策の概要

   大規模災害等の発生に際しては、国民の生命・身体・財産を守るため、所要の部隊を迅速に輸送・展
開し、初動対応に万全を期するとともに、必要に応じ、対応態勢を長期間にわたり持続する。また、被災
者や被災した地方公共団体のニーズに丁寧に対応するとともに、関係機関、地方公共団体及び民間部
門と適切に連携・協力し、人命救助、応急復旧、生活支援等を行う。

政策体系上
の位置付け

我が国自身の防衛体制の強化
（大規模災害等への対応）

（防衛省０５－⑩）

達成すべき目標

①大規模災害等発生時、所要の部隊を迅速に輸送・展開し、初動対応に万全を期す
るとともに、必要に応じ、対応態勢を長期間にわたり維持

②被災者や被災した地方公共団体のニーズに丁寧に寄り添った対応をするととも
に、関係機関等と適切に連携・協力し、人命救助、応急復旧、生活支援等を実施

目標設定の
考え方・根拠

【目標設定の考え方】
大綱に従い、統合運用による機動
的・持続的な活動を行い得るものと
するという、前大綱に基づく統合機
動防衛力の方向性を深化させつ
つ、宇宙・サイバー・電磁波を含む
全ての領域における能力を有機的
に融合し、平時から有事までのあら
ゆる段階における柔軟かつ戦略的
な活動の常時継続的な実施を可能
とする、真に実効的な防衛力として、
多次元統合防衛力を構築していく。

【根拠】
大綱、中期防

政策評価
実施予定時期

令和５年８月

(4) 諸器材等維持費（海自） 1

海上自衛隊における補給処、造補所、部隊等の運営、施設車両及び施設機械並びに修理用機械器
具の修理及び改造、係留施設及び飛行場施設等の維持及び修理補修、艦艇の行動、爆発物及び旧
兵器類の処理、弾薬類及び修理保管用機械器具等の保管、修理、再生、処分、改造等に必要な材料
等の購入及び役務費等並びに諸器材の整備補給関係及び飛行場施設の道路の補修等に服する者
に対する賃金、労働保険料等

0014

(5) 武器車両等の整備維持 1

防衛大学校の校務運営において、学生訓練で使用する人員・物品の輸送に必要な車両の機能維持
及び回復のため、定期点検及び検査並びに故障等に対応する整備を実施する。
また、学生訓練で使用する武器（小銃等）の信頼性及び安全性を確保するため、武器手入用消耗品
を取得する。

0015

(2) 諸器材購入費（海自） 1

海上自衛隊における艦船需品、航空機に搭載又は装着する需品及び航空機の運航に必要な需品、
施設車両、施設機械器具及びこれらの付属品、車両、武器、通信電子機器、施設車両、施設機械、
工作所備品、艦艇及び航空機の維持、補修、計測試験並びに保管用の機械器具、航空機の地上動
力器材及び着陸制御拘束装置並びにこれらの付属品、油類その他の資材の保管用機械器具及びこ
れらの付属品、試験研究のための参考器材、武器付属品及び銃架、銃手入れ台等、車両のタイヤ、
チューブ、蓄電池、幌その他の付属品及び工具、弾薬類及びその容器の保管、修理、構成、改造、研
修等に必要な機械器具の購入及び据付費等

0012

(3) 武器修理費（海自） 1
海上自衛隊の艦艇搭載の砲、イージス装置、ソーナー、機雷探知機、掃海具等の武器、武器付属
品、武器修理用機械器具、武器部品等の維持補修、改造、技術対策等に必要な材料、消耗品の購
入及び役務費等を実施する。

0013

(6) 新規車両購入 1



2,572 2,294 2,716

(2,552) (2,292)

16,221 12,126 21,550

(16,150) (12,048)

2,518 1,872 2,505

(2,453) (1,845)

12 74 117

(11) (68)

72 0 2

(58) (0)

39,422 53,922 35,944

(49,008) (41,353)

2,547 3,523 4,656

(2,437) (3,448)

1,790 1,571 3,679

(1,569) (1,658)

8,084 16,242 10,855

(7,005) (12,315)

158 184 171

(174) (139)

14 44 44

(11) (41)

7 6 6

(7) (6)

15,512 11,464 6,141

(16,836) (11,436)

13,790 9,656 10,507

(14,370) (9,620)

1,354 1,233 438

(1,418) (1,191)

11,951 9,547 10,430

(11,636) (9,547)

9,947 9,208 4,429

(9,697) (9,169)

3,675 3,194 3,537

(3,417) (3,261)

3 0 6

(3) (19)

17 13 13

(14) (12)

6 22 38

(6) (22)

(9) 乙類（化学器材） 1

化学器材は、ＮＢＣテロ、災害等に対応する装備品として、陸上自衛隊の各部隊に装備し、主に情
報、警戒、防護、除染の機能により、隊員個人及び部隊が使用する。
本事業では、乙類（化学器材）として、個人用防護装備等の主要な化学器材、各種検知器材、除染器
材等を整備し、耐用年数の到来に伴う減耗等に対応する。
ＮＢＣ：Ｎｕｃｌｅａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ

0019

(12) 諸器材購入費等（統幕） 1
統合幕僚監部における円滑な任務遂行に必要な諸器材を購入するとともに、保有する業務車両の定
期的な点検整備及び所要の付属品（タイヤ等）を取得し、可動車両数の維持及び安全運行を確保す
る。

0022

(13) 基地通信備品の損耗更新 1
本事業は、各通信所の通信回線の維持に直結する基地通信備品のうち、老朽化の著しい回線機器、
有線機器、無線機器及び電源機器の更新するものである。

0023

(10) 乙類（通信器材） 1

防衛計画の大綱等に基づき、我が国の地理的特性等を踏まえつつ、各種事態等（島嶼部に対する侵
略、ゲリラや特殊部隊による攻撃、大規模・特殊災害等）へ対応する能力を向上させるため、各種無
線機等の通信器材を整備している。この中で、耐用期限到来に伴う減耗等に対応するため、所要の
通信器材を整備する。

0020

(11) 乙類（施設器材） 1
陸上自衛隊において各種事態への即応・実効的対処能力を向上させるため、特殊車両等の施設器
材を整備するものである。

0021

(16)
中央指揮システムの個別
維持（専用通信)

1
中央指揮システムの専用通信機器を常時運用可能な状態に維持するため、通信回線及びハードウェ
アの借上げ、消耗品の取得及びハードウェアの保守を実施する。

0026

(17) 通信維持費（統幕） 1
防衛省・自衛隊における情報共有化を行うため、重複機能開発の防止や最新技術の取り込みを容易
にしたコンピュータシステムの開発、再利用可能なソフトウェア部品の維持整備等、各種活動を円滑
に遂行するために必要な通信器材等の借上げ及び保守等を実施するもの。

0027

(14) 通信機器購入費（海自） 1

海上自衛隊の艦船、航空機及び陸上施設等において使用する通信電子機器、気象機器及びこれら
に係る電源器材の購入並びにこれらのうち国有財産の取り扱いをしないものの据付等を実施する。
１　送信所関連器材の整備
２　航空機搭載電子機器整備用構成品
３　衛星通信の再構築
４　情報収集器材の換装　等

0024

(15)
中央指揮システムの個別
維持（中央システム）

1
中央指揮システムを良好な状態で運用するため、サーバー・端末等の各種ハードウェアの借上と消
耗品及びサービス維持役務を取得するとともにシステムを３６５日２４時間運用するための保守を行
う。

0025

(20) 車両の維持整備 1
情報本部で使用する車両の安全運行できる態勢を維持するため、法定点検等の車両整備役務及び
車両運行に必要な部品等の取得を実施する。

0030

(21)
火器・装軌車等の修理（装
軌車等外注整備）

1
甲類装備品の車体・エンジン等について、陸上自衛隊の補給処の整備では機能回復が困難なものが
あるため、外注によるオーバーホール整備を実施する。

0031

(18)
中央指揮所の施設整備の
維持

1
自衛隊サイバー防衛隊（中央指揮所運営隊）が管理する中央指揮所の施設設備の定期点検、修理
及び補用品を購入する。

0028

(19) 諸器材等維持費（統幕） 1
統合幕僚監部が行う各種活動を円滑に実施するため、また、統合幕僚監部が使用する中央指揮所で
の良好な勤務環境を維持するため、統合運用に必要な諸元調査、各種業務委託等の役務の調達及
び消耗品の取得を行うもの。

0029

(24)
指揮所の近代化（ハード
ウェアの整備）

1
クローズ系クラウドシステム及び陸自指揮システムのハードウェア維持管理、新改編部隊等への端末
導入など指揮所の近代化に必要なハードウェアの基盤整備を実施する。

0034

(25) 通信機器の修理等 1

･  防衛マイクロ回線、基地交換機及び電源装置等の基地備品を維持するため定期的な外注整備及
び部品等の取得をする。
･  中央即応集団等が緊急・即応態勢を維持するため、保有通信電子器材に対する外注整備及び部
品等の取得をする。
･  一般部隊が各種事態に迅速に対応するための無線機、交換機及び電源等を維持するため、定期
的な外注整備及び部品等の取得をする。
･  通信電子器材の運用に必要な、防衛専用電池の取得をする。

0035

(22)
火器関係（部品・外注費）、
装軌車関係（部品費）

1 火器･装軌車等の予防整備及び故障整備に必要な修理用部品の取得または役務の実施。 0032

(23)
火器・装軌車等の改善・改
造

1 火器・装軌車等の安全性、信頼性及び操用性の向上のために必要な改善・改造を行う。 0033

(28)
自動車リサイクル法関連経
費

1
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、陸上自衛隊の使用済自動車を適正に処理する
ため、シュレッダーダスト、エアーバッグ類、フロン類の再資源化等に必要な再資源化預託金等（リサ
イクル料金）を資金管理法人に対して預託する。

0038

(29) 装輪車両の外注整備 1

各部隊等の保有する民間ナンバー車両は、基本的に自衛隊の指定工場等に持ち込み整備を行って
いるが、その指定工場が遠隔地にある場合、保全及び技術的に問題なく整備が実施できる民間ナン
バー車両については、近隣の民間指定工場等に整備を委託したほうが経済的である。このため、民
間ナンバー車両の一部について部外整備委託を実施している。

0039

(26) 装輪車両の修理費の取得 1
車両修理費は、装輪車両の修理に必要な部品及び諸材料費等を取得するための必要不可欠な経費
であり、各種事態への即応性・実効的対処能力の維持を図るもの。

0036

(27) 車両等の処分 1

不用タイヤ等は、従来演習場等での活用、あるいは公共団体や民間業者への売却等を実施していた
が、近年の環境保全の厳しい社会ニーズから買い取りが困難となっている。本事業は、タイヤ等の処
分に必要な経費を取得して処分業者に適正な処分を依頼して、各部隊等の隊務運営を整斉円滑に
行うとともに、環境保全に寄与するものである。

0037



2 7 4

(2) (6)

734 653 604

(713) (629)

206 65 247

(206) (81)

1,706 954 768

(1,415) (710)

0 0 5,780

(0) (0)

39,607 37,024 29,117

(36,543) (53,167)

285 284 300

(281) (277)

0 2 1

(0) (3)

2,654 3,425 3,871

(1,678) (2,473)

2,098 2,008 1,912

(2,048) (1,981)

1 1 1

(1) (2)

496 298 298

(491) (298)

1,245 328 363

(72) (156)

9 12 3

(7) (10)

39 222 2,416

(33) (214)

37,356 33,994 46,259

(29,627) (33,461)

47,146 47,014 47,193

(36,312) (34,169)

2,159 1,989 1,940

(2,130) (1,943)

1,055 998 556

(1,104) (954)

0 502 0

(0) (502)

5,026 3,880 5,103

(5,622) (3,648)

(32) 廃弾等の外注処分 1
装備品の退役等に伴い使用する火砲が存在しなくなった弾薬（退役弾）について、適切に処分を実施
する。

0042

(33)
通信衛星の中継機能の借
上（三幕共同）

1
陸海空自衛隊の各部隊がXバンド衛星通信を実施するため、スーパーバード通信衛星（C２号機）の
中継器を各自衛隊の専用中継器として借り上げるとともに、同中継器の監視及び運用役務の提供を
受けるものである。

0043

(30) 燃料タンク車の水圧試験 1

定められた規則に適合させなければ燃料タンク車（各車種）は使用できず、車両及び航空機に対する
給油が不能となり、自衛隊の任務達成に重大な影響を及ぼすこととなる。したがって、完成検査証の
交付を受けた日又は前回の水圧試験を行った日から５年を超えない日までの定期点検受検に必要な
経費を取得するものである。

0040

(31) 化学器材の修理 1

部隊のＮＢＣ事態等に対する即応性や実効的対処能力の向上を図るため、個人用防護装備、各種検
知器材及び各種除染器材等の化学器材を整備するための部品等取得や修理を行う。

NBC：Nuclear Biological and Chemical

0041

(36) 車両維持経費 1 海上自衛隊が保有する車両を維持修理し、安全運行できる態勢を維持する。 0046

(37)
燃料給油車タンクの定期検
査経費

1
根拠法令に則り、５年を超えない範囲において燃料給油車に搭載されている燃料タンクの圧力試験を
実施する。

0047

(34) Ｋｕバンド衛星通信用経費 1
艦艇に搭載した衛星通信器材を使用し、民間の通信衛星に搭載されたKuバンド中継器と地球局（通
信中継所）を利用して通信するため、艦艇５８隻が使用するKuバンド帯の衛星通信回線を借上げる。

0044

(35) 通信維持費（海自） 1
海上自衛隊における通信、電子、気象、電源、航空保安管制等の機器並びにこれらの修理用機械器
具等の維持運営、試験、修理、検査、改造、補給、技術対策等に必要な部品、消耗品等の購入及び
役務並びに通信施設等の維持管理を実施する。

0045

(40) 自動車再資源化等預託金 1
航空自衛隊の使用済自動車を適正に処理するため、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基
づき、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の再資源化等に必要な再資源化預託均等（リサイ
クル料金）を資金管理法人に対して預託する。

0050

(41) 施設車両整備費 1
航空自衛隊が保有する施設車両の整備（定期検査及び故障等修理）の実施に必要な部品及び役務
を調達する。

0051

(38)
ガスタービン機関組部品の
オーバーホール

1
規定の累計運転時間に達したガスタービン機関組部品について、オーバーホールを実施する。オー
バーホールを実施した組部品は、累計運転時間に達した他の組部品と交換して継続使用する。

0048

(39) 車両一般整備費 1
航空自衛隊が保有する全車両の整備（定期検査及び故障等修理）に必要な部品及び役務を調達す
る。

0049

(44) 通信機器購入費（統幕） 1 当該事業の目的を達成するため、端末などの情報収集用機材の取得を実施する。 0054

(45)
防衛情報通信基盤（DII)の
整備

1
事業の目的を達成するために、オープン系及びクローズ系のデータ通信網、音声通信網及び利用す
る通信回線の構築、維持、運営を行っているが、これらの設計、機器借上及び購入、部外回線の借
上、施設の整備等の事業を継続して実施している。

0055

(42) 訓練演習支援機能の整備 1

統合訓練支援システム（ＪＥＴＳＳ）の訓練演習支援機能について、器材の保守委託契約を含むハード
ウェアを借上げて使用期間を確保することで、統合訓練（指揮所演習）を効率・効果的に行うためにシ
ミュレーションを実施し、統幕、各幕、情報本部、統合任務部隊（ＪＴＦ）及び各主要部隊の指揮官・幕
僚を、戦域・作戦レベルにて練成するために環境を模擬して確実な統合訓練（指揮所演習）を実施す
る。

0052

(43) 情報業務用車両の取得 1
情報本部の研修・訓練等多人数人員輸送及び関係部隊との業務調整・所内の設備点検等に使用す
る車両を更新・取得するものである。

0053

(48) 車両用付属品の取得 1
装輪車両の維持に必要な車両用付属品（タイヤ、バッテリー、タイヤチェーン、幌等）を取得するため
の必要不可欠な経費であり、各種事態への即応性・実効的対処能力の維持を図るもの。

0058

(49) 航空車両更新分 1
航空部隊の使用する航空車両（整備用車両：けん引車、輸送用車両：カーゴローダー等、燃料給油
車、弾薬作業車、航空基地用車両：空港用消防車、給水車等）を計画的に更新し、航空部隊の即応
性、作戦遂行能力の維持を図る。

0059

(46) 通信維持費（空自） 1

航空自衛隊における、
①通信、電子、気象、電源、航空保安管制等の機器
②その修理用機械器具等の維持運営、試験、修理、検査、改造、補給、技術対策等に必要な部品・
消耗品等
の購入及び役務を実施する。

0056

(47) 施設機械の修理 1
油圧ショベル、81式自走架柱橋等の施設器材の可動率を維持して、多様な任務への態勢を整えるた
め、施設器材を整備するための部品の取得及び役務を実施する。

0057

(50) 通信機器購入費（陸自） 1

１　駐屯地の通信設備及び駐屯地間を結ぶ通信回線構成機器を整備し、広域かつ大容量の通信を
確保する。
２　陸自ヘリ等の航空機を運用するために必要な気象観測器材等の通信機器を購入し、安全な航空
機運用に資する。
３　情報共有及び平素の業務実施に必要な業務用電算機を整備し、隊務運営に必要な諸計画等の
作成や、各種行動時の情報共有基盤を構築する。
４　ヘリコプター映像伝送装置を整備し、災害等発生時における迅速な情報収集手段を保持し、方面
総監部～市ヶ谷～官邸へリアルタイムの映像配信体制を維持・整備する。

0060



4,934 4,327 4,805

(4,878) (4,117)

7,222 9,011 12,931

(6,529) (8,399)

21,499 14,464 16,047

(21,155) (14,408)

84,140 100,797 162,764

(77,654) (95,459)

3,703 11,839 1,694

(3,703) (11,839)

309 105 406

(309) (105)

47,266 68,230 18,347

(46,266) (67,943)

302 106 95

(169) (103)

137 0 134

(159) (0)

260 0 0

(293) (0)

4,602 21,068 4,943

(4,602) (21,063)

4,063 4,925 5,770

(3,439) (3,902)

21,557 22,856 7,491

(21,447) (22,833)

627 970 256

(641) (917)

11,407 13,133 12,195

(11,356) (12,776)

8,054 6,413 8,662

(8,089) (6,399)

8,318 7,599 7,876

(8,080) (7,147)

302 206 130

(295) (206)

(52) 諸器材購入費（陸自） 1

陸上自衛隊が各種の任務を遂行するためには、各種の装備品等を必要とする。本事業は、こうした
装備品等のうち、主要装備品以外の諸器材の整備を実施して各種事態への即応性・実効的対処能
力の向上を図るものである。また、「主要装備品以外の諸器材の整備を実施して各種事態への即応
性・実効的対処能力の向上」には、「参考器材（試作品、部品等）を購入して、各種装備品の研究及び
改善を図ることにより実効的な対処能力を向上する」という目的も含んでいる。

0062

(53) 通信維持費（陸自） 1

１　研究開発、情報、システム防護、保全等各種システムの整備・維持及び不具合の改善や操用性を
向上させる ためのプログラム改修
２　陸上自衛隊活動基盤である各駐屯地の通信機器の修理及び庁舎の工事等に伴う通信機器の移
設
３　災害や訓練等において、部隊展開当初から迅速に指揮・通信を確保するために必要な携帯電話
及び衛星回線の維持
４　各種装備品の可動率を維持するために必要な部品購入及び修理

0063

(51) 諸器材等維持費（陸自） 1
諸器材の維持に必要な消耗品、各種法令に基づく検査及び処分経費、弾薬及び諸器材の維持に必
要な修理費及び倉庫等維持監管理経費を取得して、各種事態への即応性・実効的対処能力の維持
を図るもの。

0061

(56) 基地警備関連装備品 1
厳しい安全保障環境のもと、平時の不法侵入者やテロやゲリラ及び特殊部隊からの攻撃に実効的に
対処する能力を確保するため、基地全般の警戒監視能力を向上させるための基地警備システムを整
備する。〔基地警備システムの整備：平成17年度から整備を開始〕

0066

(57) 武器修理費（空自） 1

本事業は、航空自衛隊が保有する地上武器等を適切に維持管理するため、以下の内容を実施する
ものである。
１　武器、武器附属品及び武器修理用機械器具の維持及び修理
２　武器の修理に必要な部品の取得

0067

(54) 油購入費 1
自衛隊の任務を遂行するために必要な航空機、車両及び艦船等の装備品の運用並びに冷暖房及び
炊事等の自衛隊の運営に不可欠な燃料を調達する。

0064

(55)

自動警戒管制組織の弾道ﾐ
ｻｲﾙ対処機能(BMD)
自動警戒管制組織の航空
警戒管制機能の近代化

1

本事業は、常続的な警戒監視体制及びミサイル防衛（ＢＭＤ：Ballistic Missile Defence)における組織
戦闘力を維持し、自動警戒管制システム（ＪＡＤＧＥ：Japan Aerospace Defense Ｇｒｏｕｎｄ
Environment）を継続的に運用するため、ＪＡＤＧＥの機能付加が必要である。ＢＭＤにおける自衛隊の
組織戦闘力を最大限に発揮させるため、関連システムの増加及び能力向上に合わせたＪＡＤＧＥの適
合化が必要である。関連システムの整備事業との整合を図りつつ、ＪＡＤＧＥの機能付加等を円滑に
推進するため、官側に不足する精緻なプロジェクト・マネジメント及びシステム・エンジニアリングの知
見について、会社技術支援による補完が必要である。ＪＡＤＧＥの弾道ミサイル対処機能の整備に係
る事業管理を適切に実施するため、米軍関係機関からの技術支援が不可欠である。

0065

(60)
９１式戦車橋（施設器材の
オーバーホール）

1
機能を回復し、信頼性を維持するとともに、器材寿命の延長を図るため、経年に伴い機能の劣化した
９１式戦車橋のオーバーホールを実施する。

0070

(61) 多用途ヘリコプターの取得 1

防衛計画の大綱等に基づき、我が国の地理的特性等を踏まえつつ、ゲリラや特殊部隊による攻撃、
大規模・特殊災害等への対応力を維持する他、国際平和協力活動における輸送力の確保など、多様
な任務等遂行能力の維持を図るため、航空体制を整備しているところであり、主要用途は、空中機
動、多数の人員や重量補給品の航空輸送、患者の輸送等である。
陸自多用途ヘリコプターは、試作機の開発を経て価格の妥当性及び現行ＵＨ－１Ｊの減衰状況等を
総合的に勘案し、量産化の判断に至ったものであり、平成31年度予算要求では、量産化のための初
度費を除いて6機約110億円（後年度負担を含む）を計上した。また、量産化にあたっては、予算要求
時に輸入を含む他の取得形式も含めた代替案についても検討を行い、開発機の量産化が妥当との
結論に至った。

0121

(58) 部隊実験 1

本事業は、部隊実験に必要な試験器材、評価器材等を借用するとともに民間の技術支援を受け、現
有装備等では代替できないものを民生技術を活用して実験・評価することにより、陸上自衛隊の新た
な戦い方を検証、その具体化を図るものである。その際、平成４０年度末の体制を対象とし、領域横
断作戦に係る部隊（電磁波作戦部隊等）の新編に成果を反映する。令和３年度は、「３０大綱」、「３１
中期防」を踏まえた領域横断作戦に係る戦い方の具体化のために各機能別の実験を実施した。

0068

(59)
９２式地雷原処理車（施設
器材のオーバーホール）

1
機能を回復し、信頼性を維持するとともに、器材寿命の延長を図るため、経年に伴い機能の劣化した
９２式地雷原処理車のオーバーホールを実施する。

0069

(64) 乙類（航空機） 1

防衛計画の大綱等に基づき、我が国の地理的特性等を踏まえつつ、各種事態（島嶼部に対する侵
略、ゲリラや特殊部隊による攻撃、大規模・特殊災害等）への対応力を向上させるため、航空機の取
得に伴い、それらに連動する工具等を整備しているところである。この中で、耐用期限到来に伴う減
耗等に対応するため、所要の整備用工具等を取得するものである。

0124

(65) 整備用部品 1
外注役務（定期オーバーホール、部品修理）に必要な部品及び部隊が保持する維持用部品を取得す
るものである。

0125

(62)
航空機搭載通信機器維
持・通信部品

1
航空機搭載通信機器等について部隊で整備できる機器の整備用部品を調達するもの及び修理会社
が実施する修理で必要となる部品を官給するため部品を調達するものである。

0122

(63)
輸送ヘリコプター（ＣＨ－４
７ＪＡ）の取得

1

防衛計画の大綱等に基づき、我が国の地理的特性等を踏まえつつ、ゲリラや特殊部隊による攻撃、
大規模・特殊災害等への対応力を維持する他、国際平和協力活動における輸送力の確保など、多様
な任務等遂行能力の維持を図るため、航空体制を整備しているところであり、主要用途は、空中機
動、多数の人員や重量補給品の航空輸送、患者の輸送等である。

0123

(68) 航空機技術管理 1

ＬＲ－２、ＥＣ－２２５ＬＰ及びＴＨ－４８０Ｂの機体及びエンジンの不具合等に迅速・確実に対応して所
要の可動率を維持し、かつ飛行安全に必要な部隊等への技術支援、技術資料等の維持・整備、ＳＢ
※等の採用可否に関する検討及び不具合の調査・検討等の技術管理活動を行うものである。

　注）　ＳＢ（Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｂｕｌｌｅｔｉｎ）

0128

(66)
定期オーバーホール役務
費

1

定期オーバーホール役務費は、厳しい運用環境において発生する機体構造部材などの不具合や劣
化による重大な不具合の発生を未然に防止するため、あらかじめ定められた整備間隔ごとに機体及
びエンジンを分解し、機体の構造、搭載機器の検査及びエンジンのオーバーホールを実施するととも
に、当該検査において不具合が発見された場合には修理を実施するものである。機体定期修理及び
オーバーホールの内容は陸上自衛隊では有していない専門技術を必要とし、かつその範囲も多岐に
渡ることから、陸上自衛隊の部隊等では実施することができないため、民間企業の整備役務により対
応している。

0126

(67) 部品整備役務費 1
使用できなくなった機能部品に対し、必要な処置（オーバーホール、整備、修理）を実施して再使用で
きるようにするものである。

0127



23,109 17,121 24,621

(24,864) (16,891)

24,377 38,574 37,161

(28,044) (43,095)

71,368 66,498 283

(71,368) (66,498)

8,960 19,874 5,244

(13,338) (21,884)

2,748 5,754 4,067

(2,573) (5,672)

1,717 1 200

(1,717) (0)

333 0 83

(308) (0)

4,484 6,361 4,745

(4,360) (5,260)

35,368 53,513 33,904

(28,477) (47,302)

1,049 1,119 1,190

(1,049) (1,153)

18,947 68,204 67,883

(18,945) (68,204)

8,757 13,434 13,025

(6,257) (11,515)

3,258 1,612 1,761

(3,258) (1,168)

3,035 3,083 2,744

(3,035) (3,083)

1,940 1,483 1,483

(1,940) (1,483)

658 433 243

(655) (429)

1,401 1,284 1,721

(1,281) (1,278)

534 565 294

(532) (517)

160 26,016 12,443

(160) (26,016)

(69) 航空機修理費（陸自） 1
陸上自衛隊の保有する航空機の改修等、部隊整備に必要消耗品の取得及びＦＭＳによる米軍技術
援助役務等を実施するものである。

0129

(72) 機体オーバーホール 1
航空機等整備基準に基づき、機体の定期修理間隔に達した航空機に対し、分解、部品の交換、組立
等を行う。

0132

(73) 発動機オーバーホール 1
各航空機に装備されている発動機について、それぞれの特性・性能に基づいて設定された定期修理
間隔に到達した発動機の分解、検査、不具合部品の交換、組立、試運転を行い、次回定期修理まで
の品質・信頼性を確保し、飛行安全を図る。

0133

(70) 航空一般部品 1

航空機、発動機及び機器の機能・性能を維持するために、部隊整備では整備取扱説明書等に基づき
維持整備し、修理会社では修理仕様書等に基づき修理している。
維持整備又は修理の際、不具合となった部品等を交換するため、これらの部品を調達している。
航空機用部品は、ほとんどが輸入品又はライセンス国産品であることから、部品毎に販売権を有する
会社からの調達となる。
需給統制機関において、各航空機、発動機及び機器の使用実績から必要となる部品を見積もって供
給している。

0130

(71)
ティルト・ローター機（Ｖ－２
２）の取得

1

防衛計画の大綱等に基づき、我が国の地理的特性等を踏まえつつ、ゲリラや特殊部隊による攻撃、
大規模・特殊災害等への対応力を維持する他、国際平和協力活動における輸送力の確保など、多様
な任務等遂行能力の維持・強化を図るため、航空体制を整備しているところであり、主要用途は、空
中機動、多数の人員や重量補給品の航空輸送等である。

0131

(76)
航空機搭載通信機器維持
修理

1

本事業は定期修理、臨時修理及び定期保守役務からなり、それぞれについては以下のとおり。
定期修理は、海上自衛隊で使用する各航空機の機体定期修理時に合わせて搭載通信機器（電子機
器等）を定期的に修理するものである。
臨時修理は、不具合発生に対応して臨時に構成品単位及び下位形態（モジュール単位）で修理する
ものである。また、保守役務は航空機の配備先において搭載通信機器（電子機器等）の信頼性及び
即応性を維持するために実施するものである。

0136

(77) 航空機修理費（海自） 1
海上自衛隊における航空機の維持等に必要な修理用材料等の調達、航空機等の試験・改造に必要
な消耗品等の調達、航空機等の改善、事故等に対する対策、その他航空機等の整備補給について
部外委託を行うもの。

0137

(74)
連絡偵察機（ＬＲ－２）の取
得

1

我が国の地理的特性等を踏まえつつ、ゲリラや特殊部隊による攻撃、大規模・特殊災害等への対応
力を維持する他、隔離した地域に対する偵察、連絡及び緊急患者空輸任務における輸送力の確保な
ど、多様な任務等遂行能力の維持を図るため、航空体制を整備しているところであり、主要用途は、
偵察、連絡及び人員等の航空輸送、患者の輸送等である。

0134

(75) 通信機器等修理 1

航空機搭載無線電話及び識別装置等は、航空法第６０条で装備が義務付けられており、これらの装
置及び統合制御器の品質・性能を維持し航空機の信頼性を確保する。航空機搭載通信電子機器等
の整備は、特殊な技術、工具、試験等を要し、陸上自衛隊では整備できないため民間企業での整備
が必要である。

0135

(80) マイナーオーバーホール 1
国内修理会社又は海外商社と修理役務請負契約を締結し、航空機用機器等の修理作業を実施す
る。

0140

(81)
海上航空作戦指揮統制シ
ステムの整備

1

固定翼哨戒機のＰ－１及びＰ－３Ｃは我が国周辺の海域等を飛行し警戒監視等に従事しており、本シ
ステムは当該哨戒機を指揮統制するためのシステムである。
現有の航空対潜戦指揮システム（ASWOC）は、P-3Cに対応するシステムであるため、Ｐ－１に装備さ
れている新しい戦闘指揮システムに必要な任務データの作成、記録されたミッションデータ及びセン
サデータの解析等が実施できない。
このため、Ｐ－１の装備化に併せて、機上の戦闘指揮システムと有機的に連接し、一体化して運用す
ることが可能となるように海上航空作戦指揮統制システムを構築するものである。

0162

(78)
Ｕ－３６Ａ／ＵＳ－２型航空
機の整備業務の民間委託

1 当該機種の整備業務のうち、定期検査以上の高次整備について民間整備会社に委託する。 0138

(79) 護衛艦（ＦＦＭ） 1

護衛艦部隊の５４隻体制への増勢のため、令和元年度以降、２隻／年度の計画で整備着手するもの
である。
１隻ごとに建造者を選定してきた従来の護衛艦と異なり、設計を共通化してコスト低減を図る。また、
建造造船所の選定方法も、価格だけで決める競争入札はやめ、設計能力や建造能力、関連企業の
管理能力、維持整備管理能力も含めて総合的に評価する企画提案方式を採用した。評価の結果、評
価点の最も高かった三菱重工業（株）を主事業者、２番目に高かった三井造船（株）を下請負者として
決定した。

0139

(84)
大型通信電子器材の外注
整備

1
レーダ装置は、戦場において彼我に関する重要な情報を入手する手段であることから、正確なデータ
の出力を要求される装備品であり、これらの器材は専門的知識を持つ業者に外注整備を委託し、劣
化した各種機能・性能を回復する必要がある。

0165

(85)
対潜資料隊用器材の借上
げ

1
海上自衛隊は、海洋・音響データを電子計算機等により解析、評価、蓄積、管理し、部隊等の要求に
応じて情報を提供するシステムを有しており、本事業は、その運用に必要な器材を継続的に借上げる
ものである。

0166

(82)
地域通信処理システム用
器材の借料

1

作戦に係るメッセージ通信を処理するためのシステム器材を借上げるほか、防衛情報通信基盤（ＤＩＩ）
を介して各地区をネットワーク接続する海上自衛隊情報通信基盤のネットワーク器材を借上げるもの
である。
また、作戦に係る重要な通信であるため、情報漏えい事故の発生にかんがみ、ユーザー管理、資産
管理等のセキュリティを確保するための器材についても借上げるものである。

0163

(83)
海上作戦部隊指揮統制支
援システム用器材（借上）

1
事業の目的を達成するため、海上自衛隊の指揮統制を行うために必要となるシステムを借上げるも
のである。

0164

(86)
地理情報システムの整備
（レンタル料）

1
地理情報システムを構成する各装置（電子交換装置（サーバー）、各種処理端末（ＰＣ）といった民生
品を活用したハードウェア）をレンタルにより整備するもの。

0167

(87)
空中給油・輸送機（ＫＣ－４
６Ａ）の取得

1

空中給油・輸送機（ＫＣ－４６Ａ）は、戦闘機等に対し空中給油が実施できるほか、人員及び貨物を輸
送する能力を保持している。
本事業においては、空中給油・輸送機（ＫＣ－４６Ａ）を必要数取得するとともに、その導入及び運用に
必要な後方支援体制の整備等を行う。

0168
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(98) 一般用救命装備品等 1

操縦員及び救助員等が使用する装備品の計画的な更新を実施。
（品目例）
・落下傘
・救命胴衣、救命浮舟
・搭乗員用救命装備品（航空ヘルメット、酸素マスク等）
・生存用救命装備品（耐寒服、耐水服等）

0179

(99) 名古屋空港着陸料 1

根拠法令により、当該飛行場を使用する場合、着陸料等を支払うことになっている。小牧基地は、定
期便等の空輸任務のため、また、飛行訓練などのため使用されるほか、隣接する名古屋飛行場内に
所在する三菱重工業の整備工場において定期整備を受けるために他基地から航空機が飛来する。
小牧基地の飛行部隊等は、愛知県名古屋飛行場の滑走路を使用しなければ、飛行訓練や定期便等
の空輸任務飛行等、他基地からのＩＲＡＮ（Inspection and Repairing As Necessary：定期修理）等整備
にかかわる飛行等を行うことができない。このため、航空自衛隊の飛行に必要不可欠なことから、愛
知県に対し、年度の着陸料等を支払うものである。

0180

(100) 音響測定艦（ＡＯＳ） 1
音響測定艦は、平成元年度から整備を始めた「ひびき」型音響測定艦であり、推進システム及び音響
測定器材等の技術進歩に対応し、近代化された装備を搭載している。

0181

(101) 乙類（衛生器材） 1

防衛計画の大綱等に基づき、我が国の地理的特性等を踏まえつつ、各種事態等（島嶼部に対する侵
略、ゲリラや特殊部隊による攻撃、大規模・特殊災害等）への対応力を向上させるため、各種治療・後
送器材等の衛生器材を整備しているところである。この中で、耐用期限到来に伴う減耗等に対応する
ため、所要の衛生器材を整備するものである。

0182

乙類（需品器材）

(102) 乙類（車両） 1
本事業のうち、装輪車両は、陸上を機動する主要な装備品として、陸上自衛隊の各部隊に装備し、主
に人員、装備品等の輸送に使用されている。本事業においては、耐用年数の到来に伴う減耗等に対
するとともに、所要の装輪車両を整備する。

0183

(103) 次期輸送機(C-2)の取得 1
自衛隊の任務達成に必要な航空輸送態勢を速やかに構築するため、現有のC-1の減勢を踏まえ、航
空輸送力を維持・向上しうるよう、Ｃ－２を取得する。

0184

1

防衛計画の大綱等に基づき、我が国の地理的特性等を踏まえつつ、各種事態への対応力を向上さ
せるため、隊員が普段から身に着ける戦闘服や装具などの戦闘装着セットや野外活動等で使用する
天幕類、野外炊具等の需品器材を整備しているところである。この中で、耐用期限到来に伴う減耗等
に対応するため、所要の需品器材を整備するものである。

0185

(105)
輸送ヘリコプター（ＭＣＨ－
１０１）の生産購入

1
平成１５年度、掃海及び輸送に従事する航空機として調達を開始し、防衛大綱・中期防衛力整備計画
に基づき、所要の機数を整備している。

0186

(104)

(88) 車両更新 1
航空自衛隊における全部隊の任務遂行及び安全運行を確保するために、取得年度が古く、著しく老
朽化した車両を更新する。

0169

(89) 航空管制器材の損耗更新 1
航空法第１３７条第３項の規定に基づき、防衛大臣が国土交通大臣から委任された航空交通管制業
務を適正に実施するために必要な航空管制器材のうち耐用年数を超過した器材を更新する。

0170

0176

(92) 護衛艦（ＤＤ） 1

除籍が見込まれた護衛艦の代替として、平成３０年度に１隻を取得し、また、平成３０年度に２隻を整
備着手した。平成３０年度整備着手の２隻はFFMであり、令和３年度に１隻、令和４年度に１隻就役し
た。（令和元年度からFFMは「護衛艦（FFM）」の行政事業レビューシートを別に作成している）
次の護衛艦の整備着手時期については、検討中であり、未定である。
これらの護衛艦は、今後３０年程度の長期にわたり使用されることを勘案すれば、見通しうる将来に
おいても十分な性能と拡張性を保持した艦であることが必要であり、新たな脅威や多様な事態に実効
的に対応するとともに、本格的な侵略事態にも対処するため、僚艦防空機能に加え、対潜戦能力及
び対水上戦能力の充実を図っている。

0173

(93) 支援船 1

平成２９年度にえい船（約２６０トン）（YT）１隻を整備着手、平成３０年度にえい船を取得。平成３１年
度に油槽船２隻、運貨船（YL）１隻、えい船（２６０トン）（YT）２隻を整備着手、令和２年度にえい船（２６
０トン）（YT）２隻を取得。令和２年度にえい船（約２６０トン）（ＹＴ）１隻、油船（４９０トン）（ＹＯ）２隻、油
船（２７０トン）（ＹＧ）２隻、水船（３１０トン）（ＹＷ）２隻、運貨船（２００トン）（ＹＬ）１隻を整備着手し、運貨
船（２００トン）（ＹＬ）１隻を取得。令和２年度にえい船（２６０トン）（YT）２隻を取得。令和3年度にえい船
（約２６０トン）（ＹＴ）２隻、油船（４９０トン）（ＹＯ）２隻、油船（２７０トン）（ＹＧ）１隻、交通船（１５トン）（Ｙ
Ｆ）２隻、特別機動船（１．９トン）（ＳＢ）１隻を整備着手し、えい船（約２６０トン）（ＹＴ）１隻、油船（４９０ト
ン）（ＹＯ）２隻、油船（２７０トン）（ＹＧ）１隻、水船（３１０トン）（ＹＷ）１隻、運貨船（２００トン）（ＹＬ）１隻を
取得。

0174

(94) 艦船需品費 1
防衛大学校の学生が訓練で使用する船舶の消耗品及び防衛大学校職員が整備を行うための整備
用品を取得する。

0175

(95)
艦船の整備維持に必要な
経費

1
将来、幹部自衛官（３等陸尉、３等海尉、３等空尉以上の自衛官）となるべき防衛大学校の学生の訓
練（海上訓練）のために必要な各種船舶の機能維持に必要な定期検査（４年に１回）及び年次検査
（年１回）に要する経費。

(90) 艦船需品の整備 1
艦船の運航、保安用の搭載需品及び乗員の生活用需品の維持更新を図るため、必要な艦船需品を
調達する。

0171

(91)
哨戒ヘリコプター（ＳＨ－６
０Ｋ）の取得

1
ＳＨ－６０Ｊの代替更新として、平成１４年度から整備を開始しており、防衛大綱・中期防衛力整備計
画に基づき所要の機数を整備している。

0172

(96)
救難ヘリコプター（UH-
60J）の取得

1
航空救難態勢を維持するため、耐用期間到達により減耗する救難救助機（ＵＨ－６０Ｊ）の減耗予定
時期に応じて、代替更新に必要な機数を整備する。

0177

(97)
自給式呼吸器（ＳＣＢＡ）用
吸気充填機等の装備

1
自給式呼吸器（ＳＣＢＡ）用吸気充填機等を購入し、艦内に装備する。水上艦船に装備する場合は、
装備工事を「装備工事その１」及び「装備工事その２」に２分割して実施している。

0178
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※２　達成手段における令和５年度の当初予算額については、令和５年度より政策体系を変更したことから、当該施策に関連する予算としては記載していない。

(112) 哨戒艦 1

０５中期では令和５年度に４隻、令和８年度に２隻の計画で整備着手するものである。
１隻ごとに建造者を選定してきた従来艦と異なり、設計を共通化してコスト低減を図る。また、建造造
船所の選定方法も、価格だけで決める競争入札はやめ、設計能力や建造能力、関連企業の管理能
力、維持整備管理能力も含めて総合的に評価する企画提案方式を採用した。評価の結果、評価点の
最も高かったジャパンマリンユナイテッド（株）を主事業者、２番目に高かった三菱重工業（株）を下請
負者として決定した。

05-0011

施策の予算額・執行額

施策に関係する内閣
の重要政策（施政方針
演説等のうち主なも
の）

中期防衛力整備計画（平成３１年度～平成３５年度）（平成３０年１２月１８日国家安全保障会議決
定及び閣議決定）
Ⅲ－３大規模災害等への対応

※１　達成手段における令和４年度の執行額については、事業単位の整理（事業の統合等）に伴い、令和４年度予算要求時と執行額確認時の事業単位に差異が生じたため、記載していない。

(106)
ヘリコプター映像伝送装置
の整備等

1
各種事態における映像収集能力を向上し、部隊等の即応性の向上に資するため、ヘリコプターから
受信した映像を配信する配信装置の性能を維持するための定期点検・部品交換等、必要な保守・整
備を行う。

0273

(107) 一般車両更新分 1 海上自衛隊が保有する車両を整備し、安全運行できる態勢を維持する。 0274

(110) 防衛用車両の更新 1 防衛大学校の円滑な校務遂行のため人員・物品等の輸送に必要な車両の更新に要する経費。 0320

(111) 海洋観測艦（ＡＧＳ） 1
海洋観測艦は、昭和５８年度海洋観測艦「わかさ」の代替更新であり、推進システム及び海洋観測器
材等の技術進歩に対応し、近代化された装備を搭載する計画である。

04-0009

(108)
校内電子交換装置保守点
検

1
防衛大学校の校務運営において整備している校内電子交換装置（自動電話交換機）の機能維持及
び障害等の事前防止のために必要な保守点検及び消耗部品を購入する。

0275

(109)
パシフィック・パートナー
シップ

1

パシフック・パートナーシップ（ＰＰ）は、米海軍を主体とする艦艇が地域内の各国を訪問して、医療活
動、文化交流などを行い、その際に各国政府、軍、ＮＧＯとの協力を通じ、参加国の連携強化や災害
救援活動の円滑化などを図る活動である。
平成１９年から、海自の医官などを派遣して調査研究を行い、平成２２年に初めて自衛隊の部隊等を
派遣し、ＮＧＯとも協力しつつ事業を継続している。

0276
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●陸上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・航空器材等の欠品分の補充及び損耗分を取得した。
・外注役務に必要な部品及び部隊が保持する維持用部品を取得した。
・機体定期修理及びエンジンオーバーホールを実施した。
・機能部品を再使用可能な状態とするための役務を実施した。
・ＬＲ－２、ＥＣ－２２５ＰＬ及びＴＨ－４８０Ｂの機体及びエンジンに係る技術管理活動を実施した。
・航空機の改修等、部隊整備に必要な消耗品の取得及びＦＭＳによる米軍技術援助役務を締結した。
・ＥＣ－２２５ＬＰ及びＡＨ－６４Ｄ搭載通信電子機器の整備を実施した。
・ティルト・ローター機（Ｖ－２２）に搭載する衛星通信装置等を購入した。

●海上自衛隊においては、以下の項目を実施した。

その他の装備品等（延命処置・機能向上を含む。）

目標値 ３４機

実績値 ６機 - ２０機 -

●多用途ヘリコプター（ＵＨ－１Ｊ）の後継として、空中機動、航空輸送等を実施し、迅速に部隊を展開できる新多用途ヘリコプター
（ＵＨ－２）の取得経費を計上した（６機:約１１０億円）

●実績なし。

●多用途ヘリコプター（ＵＨ－１Ｊ）の後継として、空中機動、航空輸送等を実施し、迅速に部隊を展開できる新多用途ヘリコプター
（ＵＨ－２）の取得経費を計上した（２０機:約３５７億円）

●実績なし。

令和５年度

●現有の輸送機（Ｃ－１）の減勢を踏まえ、航続距離や搭載重量等を向上し、大規模な展開に資する輸送機（Ｃ－２）用のエンジン
６式の取得経費（約220億円）を計上した。
●令和２年度予算においては、入間基地の輸送機（Ｃ－２）取得のための施設整備工事（空輸貨物ターミナル等）に係る経費として
約３４億円を計上し、施設整備を実施している。

●現有の輸送機（Ｃ－１）の減勢を踏まえ、航続距離や搭載重量等を向上し、大規模な展開に資する輸送機（Ｃ－２）２機を取得す
ることとし、約４４６億円を計上。
●令和３年度予算においては、入間基地の輸送機（Ｃ－２）取得のための施設整備工事に係る経費として約３０億円を計上し、施
設整備を実施している。

●令和４年度予算においては、入間基地の輸送機（Ｃ－２）取得のための施設整備工事に係る経費として約５４億円を計上し、施
設整備を実施している。
●輸送機（Ｃ－２）等の機体構成品６式の一括調達として約１８億円を計上した。

新多用途ヘリコプターの導入（３４機）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

●現有の輸送機（Ｃ－１）の減勢を踏まえ、航続距離や搭載重量等を向上し、大規模な展開に資する輸送機（Ｃ－２）２機の取得経
費（約453億円）を計上した。
●令和元年度予算においては、入間基地の輸送機（Ｃ－２）取得のための施設整備工事（空輸貨物ターミナル等）に係る経費とし
て約３７億円を計上し、施設整備を実施している。

目標値 ５機

実績値 ２機 - ２機 -

輸送機（Ｃ－２）の配備（５機）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

①各種災害に対して万全を期すための取組み

令和５年度実施施策に係る政策評価の事前分析表（別紙）
（防衛省０５－⑩）

施策名 大規模災害等への対応

測定指標 施策の進捗状況
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●陸上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・航空器材等の欠品分の補充及び損耗分を取得した。
・外注役務に必要な部品及び部隊が保持する維持用部品を取得した。
・機体定期修理及びエンジンオーバーホールを実施した。
・機能部品を再使用可能な状態とするための役務を実施した。
・ＬＲ－２、ＥＣ－２２５ＰＬ及びＴＨ－４８０Ｂの機体及びエンジンに係る技術管理活動を実施した。
・航空機の改修等、部隊整備に必要な消耗品の取得及びＦＭＳによる米軍技術援助役務を締結した。
・ＥＣ－２２５ＬＰ及びＡＨ－６４Ｄ搭載通信電子機器の整備を実施した。
・ティルト・ローター機（Ｖ－２２）に搭載する衛星通信装置等を購入した。

●海上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・故障又は定期修理時期に達した航空機用機器等の修理を実施した。
・部隊で実施する整備及び修理会社で実施する修理等に必要な部品を調達した。
・機体、発動機及び機器のオーバーホール用官給品並びに部隊維持用の部品を調達した。
・飛行安全を確保しつつ運用可能な品質を維持した。
・定期修理間隔に到達したエンジンのオーバーホールを実施した。
・航空機の修理等に必要な材料等の購入等により、航空機の可動率の維持・向上を図った。
・Ｕ－３６Ａ／ＵＳ－２型航空機の整備業務について民間に委託し、人的資源の有効活用を図った。
・航空機の搭載通信機器（電子機器等）について、定期修理、臨時修理及び定期保守役務を実施し、機器の信頼性確保及び不具
合修復を実施した。
・警戒監視能力及び自機防御能力並びに輸送能力等が向上した哨戒ヘリコプターを整備した。

●航空自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・救難ヘリコプター（ＵＨ－６０Ｊ）３機の取得経費（約１５６億円）を計上した。
・空中給油・輸送機（KC－４６A）４機の取得経費（約１０５２億円）を計上した。

●陸上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・航空器材等の欠品分の補充及び損耗分を取得した。
・外注役務に必要な部品及び部隊が保持する維持用部品を取得した。
・機体定期修理及びエンジンオーバーホールを実施した。
・機能部品を再使用可能な状態とするための役務を実施した。
・ＬＲ－２、ＥＣ－２２５ＰＬ及びＴＨ－４８０Ｂの機体及びエンジンに係る技術管理活動を実施した。
・航空機の改修等、部隊整備に必要な消耗品の取得及びＦＭＳによる米軍技術援助役務を締結した。
・航空機搭載用通信機器等の整備を実施した。
・多用途ヘリコプター（ＵＨ－２）を２０機契約した。
・輸送ヘリコプター（ＣＨ－４７ＪＡ）を３機取得した。

●海上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・ＳＨ－６０Ｋ搭載電子機器整備用構成品の整備を実施した。
・ＳＨ－６０Ｋの補用エンジンを整備した。
・機体定期修理及びエンジンオーバーホールを実施した。
・各種作戦の効果的な遂行による周辺海域の防衛や海上交通の安全確保等を実施得るようにするため、搭載武器等を着実に整
備し能力を発揮し得るような態勢を維持・構築した。

●航空自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・救難ヘリコプター（ＵＨ－６０Ｊ）５機の取得経費（約２６１億円）を計上した。

●陸上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・航空器材等の欠品分の補充及び損耗分を取得した。
・外注役務に必要な部品及び部隊が保持する維持用部品を取得した。
・機体定期修理及びエンジンオーバーホールを実施した。
・機能部品を再使用可能な状態とするための役務を実施した。
・ＬＲ－２、ＥＣ－２２５ＰＬ及びＴＨ－４８０Ｂの機体及びエンジンに係る技術管理活動を実施した。
・航空機の改修等、部隊整備に必要な消耗品の取得及びＦＭＳによる米軍技術援助役務を締結した。
・航空機搭載用通信機器等の整備を実施した。
・多用途ヘリコプター（ＵＨ－２）を６機取得した。
・輸送ヘリコプター（ＣＨ－４７ＪＡ）を３機取得した。

●海上自衛隊においては、以下の項目を実施した。
・航空機の搭載通信機器整備用構成品及び搭載電子機器整備用構成品の整備を実施した。
・航空機の機体定期修理、エンジンオーバーホール、航空機用機器のマイナーオーバーホールを実施した。
・各種作戦の効果的な遂行による周辺海域の防衛や海上交通の安全確保等を実施得るようにするため、搭載武器等を着実に整
備し能力を発揮し得るような態勢を維持・構築した。
・ＳＨ－６０Ｋの取得を継続した。
・Ｕ－３６、ＵＳ－２の整備作業の一部について、民間整備会社に委託を実施した。
・航空機の維持に必要な補用部品の調達を推進した。

・故障又は定期修理時期に達した航空機用機器等の修理を実施した。
・部隊で実施する整備及び修理会社で実施する修理等に必要な部品を調達した。
・機体、発動機及び機器のオーバーホール用官給品並びに部隊維持用の部品を調達した。
・飛行安全を確保しつつ運用可能な機体オーバーホールの品質を維持した。
・定期修理間隔に到達したエンジンのオーバーホールを実施した。
・航空機の修理等に必要な材料等の購入等により、航空機の可動率の維持・向上を図った。
・Ｕ－３６Ａ／ＵＳ－２型航空機の整備業務について民間に委託し、人的資源の有効活用を図った。
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●令和元年度においては以下のとおり防災訓練を実施したほか、地方公共団体が主催する防災訓練に参加し、緊密な連携・協力
体制の強化に努めた。
　・自衛隊統合防災演習（ＪＸＲ）（令和元年５月）の実施
　・離島統合防災訓練（ＲＩＤＥＸ）（令和元年９月、沖縄）の実施
　・日米統合防災訓練（ＴＲＥＸ）（令和２年２月）の実施
　・政府主催の各種防災訓練（令和元年９月防災の日総合防災訓練等）への参加

地方公共団体との連携した訓練の実施、計画の策定を推進

緊急患者の輸送、消火支援、自然災害、特殊災害（原子力災害）への対応

●令和２年度における対応状況は以下のとおり。なお、同年に発生した令和２年７月豪雨に係る災害派遣においては、現地活動
人員延べ約６１，０００人（後方活動も含めた人員延べ約３５０，０００名）、艦艇延べ４隻、航空機延べ約２７０機、車両延べ約１３，０
００両を派遣し、人命救助、道路啓開、生活支援等の対応にあたった。また令和２年３月から５月の間、新型コロナウイルス感染症
の水際対策強化に係る災害派遣においては、現地活動人員延べ約８，７００人、車両延べ約１，５００両を派遣し、検疫支援、宿泊
療養者に対する緊急支援、輸送支援等の対応にあたった。さらには、令和２年１１月から令和３年２月の間、１１県における鳥イン
フルエンザに係る災害派遣においては、人員延べ約３４，０００名、車両延べ約４，２００両を派遣し、鳥の殺処分等の対応にあたっ
た。
　・急患輸送　３４９件
　・捜索救助　　７件
　・消火活動　　３３件
　・風水害・震災への対応　１１件
　・その他　１３１件

●令和３年度における対応状況は以下のとおり。なお、同年に発生した令和３年７月１日からの大雨に係る災害派遣においては、
現地活動人員延べ約１１，０００人（後方活動も含めた人員延べ約２７，０００名）、航空機延べ約３０機、車両延べ約３，５００両を派
遣し、人命救助、道路啓開等の対応にあたった。
　・急患輸送　３１５件
　・捜索救助　　　５件
　・消火活動　　２４件
　・風水害・震災への対応　９件
　・その他　３０件

●令和４年度における対応状況は以下のとおり。
　・急患輸送　３１７件
　・捜索救助　　７件
　・消火活動　　１６件
　・風水害・震災への対応　１１件
　・その他　３０件

●令和２年度においては以下のとおり防災訓練を実施したほか、地方公共団体が主催する防災訓練に参加し、緊密な連携・協力
体制の強化に努めた。
　・日米共同統合防災訓練（ＴＲＥＸ）（令和３年２月）の実施
　・政府主催の各種防災訓練（令和２年９月防災の日総合防災訓練等）への参加

●令和３年度においては以下のとおり防災訓練を実施したほか、地方公共団体が主催する防災訓練に参加し、緊密な連携・協力
体制の強化に努めた。
　・自衛隊統合防災演習（ＪＸＲ）（令和３年５月）の実施
　・離島統合防災訓練（ＲＩＤＥＸ）（令和３年１１月、沖縄）の実施
　・日米統合防災訓練（ＴＲＥＸ）（令和４年２月）の実施
　・政府主催の各種防災訓練（令和３年９月防災の日総合防災訓練等）への参加

●令和元年度における対応状況は以下のとおり。なお、同年に発生した８月の前線に伴う大雨（九州北部豪雨）に係る災害派遣に
おいては、現地活動人員延べ約７，５００人（後方活動も含めた人員延べ約３２，０００名）、艦艇延べ約３０隻、航空機延べ約５０機
を、同年９月に発生した令和元年房総半島台風に係る災害派遣(台風第１５号）では、現地活動人員延べ約５４，０００人（後方活動
も含めた人員延べ約９６，０００名）、艦艇延べ約２０隻、航空機延べ約２０機を、同年１０月に発生した令和元年東日本台風に係る
災害派遣(台風第１９号)では、現地活動人員延べ約８４，０００人（後方活動も含めた人員延べ約８８０，０００名）、艦艇延べ約１００
隻、航空機延べ約１６１０機を、令和２年１月に発生した新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る災害派遣では、現地活
動人員約延べ８，７００人（後方活動も含めた人員延べ約２０，０００名）派遣し対応にあたった。また令和元年４月以降、１２県１８市
町村における山林火災に係る災害派遣では、人員延べ約６１，０００名、車両延べ約５２０両、航空機延べ約１８０機を派遣し消火活
動の対応あたった。さらには、令和元年４月以降、４県８市町村における特定家畜伝染病（豚熱）に係る災害派遣では、人員延べ
約１１，１００名、車両延約１６９０両を派遣し、豚の殺処分等の対応にあたった。
　・急患輸送　３６５件
　・捜索救助　　１２件
　・消火活動　　４６件
　・風水害・震災への対応　７件
　・その他　１９件

元
年
度
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担当部局名 整備計画局、統合幕僚監部、防衛装備庁
政策評価
実施時期

令和５年８月

●令和４年度においては以下のとおり防災訓練を実施したほか、地方公共団体が主催する防災訓練に参加し、緊密な連携・協力
体制の強化に努めた。
　・自衛隊統合防災演習（ＪＸＲ）（令和４年６月）の実施
　・離島統合防災訓練（ＲＩＤＥＸ）及び日米共同統合防災訓練（ＴＲＥＸ）（令和４年１１月）の実施
　・政府主催の各種防災訓練（令和４年９月防災の日総合防災訓練等）への参加

災害用ドローンなどを活用した対処態勢の強化

●台風第１５号における家屋被害状況の確認や台風１９号における災害廃棄物集積所の全景撮影等を実施。また、山梨県道志村
行方不明者捜索(９月２６日～２８日)における行方不明者捜索等に活用。なお、令和元年度に１８６式（３７２機）を配備。

●７月豪雨における被害状況の情報収集や行方不明者の捜索活動等を実施。また、北海道函館市恵山における行方不明者捜索
(５月１７日～１８日)等に活用。なお、令和２年度に１０２式（１０２機）を新規調達。

●令和３年７月１日からの大雨における人命救助活動に活用。

●令和４年８月３日からの大雨における被害情報収集（新潟県）に活用。
●令和４年１２月１７日からの大雪における被害情報収集（新潟県）に活用。
●令和４年１２月２２日からの大雪における被害情報収集（愛媛県）に活用。
●山形県鶴岡市における土砂災害に係る災害派遣における行方不明者捜索（令和４年１２月３１日～令和５年１月２日）に活用。


